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証券コード　3733
平成25年１月９日

株 主 各 位

大阪市淀川区西宮原一丁目７番38号

株式会社ソフトウェア・サービス

代表取締役社長 宮 崎 　 勝

第44回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第44回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封

の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成25年１月24日（木

曜日）午後６時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげ

ます。

敬　具
記

１．日 時 平成25年１月25日（金曜日）午前11時　　
２．場 所 大阪市淀川区宮原四丁目２番30号

当社本社ビル　２階
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項  
　 報 告 事 項 第44期（平成23年11月１日から平成24年10月31日まで）

事業報告及び計算書類報告の件
　 決 議 事 項  
　 第１号議案 剰余金処分の件
　 第２号議案 取締役４名選任の件
　 第３号議案 監査役１名選任の件
　 第４号議案 補欠監査役１名選任の件

以　上

１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提

出くださいますようお願い申しあげます。
２．株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インター

ネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.softs.co.jp）に掲載さ
せていただきます。
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（提供書面）
　

事　 業　 報　 告

（平成23年11月１日から
平成24年10月31日まで）

　

　当社は、第43期事業年度が平成23年５月１日から平成23年10月31日までの６

ヶ月間となったため、当事業年度の事業報告においては業績に関する前期比増

減の記載を省略しておりますので、ご了承くださいますようお願い申しあげま

す。

　

１．会社の現況に関する事項

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当事業年度におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要を背景とし
て回復基調にあるものの、欧州の金融不安、円高の長期化、また、領土問
題に起因する近隣諸国との関係悪化の影響などを受けて、依然として景気
の先行きは不透明な状況で推移いたしました。
　医療業界におきましては、平成24年度診療報酬と介護報酬の改定が実施
され、全体としてはプラス改定でありました。しかし医療を取り巻く財政
は厳しい状態が続いており、そのような状況下で病院・病床機能の分化、
地域連携の強化や在宅医療の充実等を通じて、効率的で質の高い医療の提
供が医療機関には求められております。
　当社はこのような環境の中、医療の効率化や品質向上に不可欠な統合医
療情報システムである電子カルテシステムの開発・販売を中心に、全国へ
事業展開し、受注を獲得してまいりました。
　当事業年度におけるシステム開発といたしましては、全国の顧客より集
約したニーズを反映した、統合医療情報システムの機能拡充に努め、中で
も医事系・看護系のシステム開発に注力してまいりました。
　営業活動といたしましては、営業担当が東西エリアに分かれ、全国規模
でリプレイスや新規にシステム導入を検討中の病院に対して、きめ細かい
営業活動を効率的かつ積極的に行い、受注獲得に注力してまいりました。
　当社の強みである、営業強化・製品拡充に繋がる既存顧客とのコミュニ
ケーションにつきましては、取り組み事例の発表等、顧客病院同士での情
報交換を目的とする「ＳＳユーザー会」（第８回・145病院413名参加）、
看護系システムを使用する看護職同士の情報交換を目的とする「ＳＳユー
ザー看護部会」（第６回・107病院217名参加）、実際にシステムを管理す
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る担当者が参加する「ＳＳユーザーシステム管理者部会」（第３回・142病
院234名参加）が開催され、活発な意見交換が行われました。
　また、平成23年11月と平成24年２月には「クリティカル・パス勉強会」
を、平成24年10月には今回が第１回目となる「フレキシブルパス勉強会」
を開催し、システムの有意義な活用につながるよう病院担当者への利用方
法の紹介、運用事例の発表が行われました。
　市場では、医療業界のシステム投資意欲の低調状態は長期化し、市場に
おける有力企業数社の競争は激しさを増しておりますが、当社は、企業努
力を続け、着実に利益の向上と顧客満足度の向上に努めてまいりました。
この結果、売上高は10,586百万円、受注高は7,807百万円、受注残高は2,375
百万円となり、利益面におきましては営業利益2,426百万円、経常利益2,438
百万円、当期純利益1,398百万円となりました。
　

部門別の事業の状況

　品目別販売実績

品 目 金 額 構 成 比

 千円 ％
ソ フ ト ウ ェ ア 4,471,544 42.3

ハ ー ド ウ ェ ア 3,635,499 34.3

保 守 サ ー ビ ス 2,479,377 23.4

合 計 10,586,421 100.0

　

②　設備投資の状況

　継続中の主要設備として「新本社ビル（仮称）」がありますが、当事業
年度において設備投資に要した金額は微少であります。

③　資金調達の状況

　該当事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区　　分
第41期

平成21年５月１日から
平成22年４月30日まで

第42期
平成22年５月１日から
平成23年４月30日まで

第43期
平成23年５月１日から
平成23年10月31日まで

第44期
（当事業年度）
平成23年11月１日から
平成24年10月31日まで

売 上 高(千円） 7,931,746 7,618,759 4,325,454 10,586,421

経 常 利 益(千円） 1,818,272 1,360,511 892,554 2,438,154

当 期 純 利 益(千円） 1,066,635 797,011 522,429 1,398,159

１株当たり当期純利益 （円） 199.26 149.34 97.89 264.09

総 資 産(千円） 8,593,389 9,502,099 9,062,355 10,615,450

純 資 産(千円） 6,806,655 7,346,859 7,601,472 8,757,684

（注）１．１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）によ

り算出しております。

　　　２．第43期につきましては、事業年度の変更に伴い、平成23年５月１日から平成23年10月

31日までの６ヶ月間となっております。

　

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

　　記載すべき重要な子会社はありません。
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(4) 対処すべき課題

　当社の主力製品のひとつである電子カルテシステムは、緩やかではありま
すが着実に導入医療機関数を伸ばしてきております。一方、人口の減少と急
速な少子高齢化が進む中で、社会保障費は大きな社会問題となっており、中
でも医療費の抑制及び適正化は急務となっております。医師不足問題が深刻
化する等、医療機関を取り巻く環境は厳しさを増していくと思われ、一層の
経営効率化と安心かつ質の高い医療サービスの提供が求められており、国民
理解のもと、今後ますます電子カルテシステム等の統合系医療情報システム
は必要不可欠となってまいります。そのため新規参入企業の増加も予想され
ますが、競争力の差は導入実績によって顕著化しており、有力企業による競
争が一層激しくなっていくものと思われます。
　当社といたしましてはこのような状況を踏まえ、お客様のシステム化ニー
ズをいち早く捉え満足を提供できる新システムの開発、ユーザーコミュニケ
ーションを通じて緊張感のある共存共栄の関係構築を目指し、ユーザーと共
有する場の密着度を上げる工夫をすることで、柔軟性及び競争力をさらに高
め、営業力強化にも繋げてまいります。
  電子カルテシステム導入医療機関等が他社システムへ乗り換えるリプレイ
ス市場拡大も見据え、2020年には確固たる立場を確保するため、以下の対処
すべき課題に取り組む所存であります。

①　システム開発

　当社は創業以来、医療現場での意見・ノウハウをシステムに反映し、医
療の中心となる医事会計システム、オーダリングシステム、電子カルテシ
ステムと約45のサブ（部門）システムを自社で開発してまいりました。今
後も、医療機関のニーズを元に常にバージョンアップを繰り返し、既存機
能の向上はもとより、新版電子カルテシステムの開発・拡充を強化してま
いります。

②　顧客との関係強化

　システム導入後の既存ユーザーに対しても営業的フォローを継続し、リ
プレイスの要望や、当社システム・サービスへの新たなニーズを的確に捉
え、ユーザーと緊張感のある共存共栄の関係構築を目指してまいります。
また、有意義な情報発信及び情報収集を通して、より緊密な関係を構築し、
ユーザーの良きパートナーとしての地位を確立してまいります。その結果、
新規顧客の獲得につなげてまいります。
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③　システム導入の効率化

　受注（営業）から保守業務に至るまで標準化及び効率化に取り組んでお
ります。今後増加していくユーザーに対し、より一層質の高いサービスを
提供し、顧客満足度を向上させるために、社内における各セクション間の
連携強化を図り、生産性の高い体制、組織の構築に取り組んでまいります。

④　人員の増強及び継続的な教育

　当社では、今後の事業拡大及び技術革新に対応できる優秀な人材を継続
的に確保し、育成していくことが重要であると認識しております。新規学
卒者の採用を中心に、適宜キャリア採用も行いながら、引き続き人員増強
を行ってまいります。また、各社員の業務、立場等に応じたカリキュラム
を提供できる体系的な教育プログラムを構築し、OJTとの組み合わせにより
各社員の能力向上を図ってまいります。

　

(5) 主要な事業内容（平成24年10月31日現在）

　当社は、医療機関（主として病院）向けに各種アプリケーション・ソフト
ウェアの開発・販売・導入指導・保守等を行っております。
　

(6) 主要な営業所（平成24年10月31日現在）

本店 大阪市淀川区西宮原一丁目７番38号

本社 大阪市淀川区宮原四丁目２番30号

東京オフィス 東京都港区浜松町一丁目24番８号 オリックス浜松町ビル３階

　

(7) 従業員の状況（平成24年10月31日現在）

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

643名 （増）92名 30.0歳 4.9年

（注）１．上記従業員数は、就業人員であります。

２．従業員数増加の内訳は、主に定期採用による新卒者であります。

　　

(8) 主要な借入先の状況（平成24年10月31日現在）

該当事項はありません。

　

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

　　該当事項はありません。　
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２．会社の株式に関する事項(平成24年10月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 21,952,000株

(2) 発行済株式の総数 5,488,000株

(3) 株主数 2,137名

(4) 大株主

株 主 名 持　株　数 持 株 比 率

宮 　 　  崎 　 　 　 　 　 　 勝 2,451,300株 46.37％

メ ロ ン 　 バ ン ク 　 エ ヌ エ ー

トリーテイー　クライアント　オムニバス
225,000 4.26

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

159,600 3.02

ゴールドマン・サックス・アンド・
カンパニーレギュラーアカウント

151,083 2.86

津 　 野 　 紀 代 志 150,000 2.84

ザ 　 バ ン ク 　 オ ブ 　 ニ ュ ー ヨ ー ク

メ ロ ン 　 ア ズ 　 エ ー ジ ェ ン ト

ビーエヌワイエム　エイエス　イーエイ

ダッチ　ペンション　オムニバス　140016

137,500 2.60

ゴ ー ル ド マ ン サ ッ ク ス
イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル

105,600 2.00

Ｔ Ｈ Ｅ 　 Ｓ Ｆ Ｐ 　 Ｖ Ａ Ｌ Ｕ Ｅ

ＲＥＡＬＩＺＡＴＩＯＮ　ＭＡＳＴＥＲ

Ｆ Ｕ Ｎ Ｄ 　 Ｌ Ｉ Ｍ Ｉ Ｔ Ｅ Ｄ
89,300 1.69

上 　 野 　 千 恵 美 84,700 1.60

ＣＢＨＫ－ＴＨＥ　ＳＦＰ　ＶＡＬＵＥ

ＲＥＡＬＩＺＡＴＩＯＮ ＭＡＳＴＥＲ
Ｆ Ｕ Ｎ Ｄ 　 Ｌ Ｔ Ｄ

70,400 1.33

（注）１．上記のほか、自己株式を201,186株保有しております。

　　　２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

　

３．会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項

  (1) 取締役及び監査役の氏名等（平成24年10月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 宮　崎　　　勝  

取 締 役 御 船 健 一 技 術 開 発 部 長

取 締 役 大 谷 明 広 技術営業部長　兼　顧客支援部長

取 締 役 伊　藤　純一郎 経 営 管 理 部 長

常 勤 監 査 役 大都城　　　郁  

監 査 役 津　野　紀代志 公 認 会 計 士

監 査 役 前 川 宗 夫 弁 護 士

（注）１．取締役伊藤純一郎氏は、平成24年１月26日開催の第43回定時株主総会において新たに

取締役に選任され就任いたしました。

　　　２．監査役大都城郁、同前川宗夫の両氏は、社外監査役であります。

　　　３．監査役前川宗夫氏を株式会社大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

同取引所に届け出ております。

　　　４．監査役大都城郁、同津野紀代志の両氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。

　　　　・監査役大都城郁氏は、長年にわたる経理・財務業務等の豊富な経験を有しております。

　　　　・監査役津野紀代志氏は、公認会計士の資格を有しております。

　

(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 員 数 報酬等の総額

取 締 役
（ う  ち  社  外  取  締  役 ）

5名
(-)

39,000千円
(-)

監 査 役
（ う  ち  社  外  監  査  役 ）

3
(2)

16,200
(12,600)

合 計 8 55,200

（注）１．上記には、平成24年１月26日開催の第43回定時株主総会終結の時をもって退任した取

締役１名を含んでおります。

　　　２．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

３．取締役の報酬限度額は、平成13年７月25日開催の第32回定時株主総会において年額

100,000千円以内と決議いただいております。

４．監査役の報酬限度額は、平成15年７月28日開催の第34回定時株主総会において年額

40,000千円以内と決議いただいております。
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　(3) 社外役員に関する事項

①　当事業年度における主な活動状況

区　分 氏　名 主な活動状況

監査役 大都城 郁

当事業年度開催の取締役会13回のうち11回（84.6%）、

監査役会12回のうち11回（91.7%）に出席し、必要に応

じ、経理・財務業務等の豊富な職務経験に基づき発言

を行っております。

監査役 前川 宗夫

当事業年度開催の取締役会13回のうち13回（100%）、

監査役会12回のうち12回（100%）に出席し、主に弁護

士としての専門的な見地からの発言を行っております。

　　　

　　②　責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額を限度
としております。
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５．会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

　　有限責任監査法人トーマツ　

　

(2）会計監査人の報酬等の額

当事業年度に係る報酬等の額 17,000千円

当社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 17,000

　(注）  当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法

に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません

ので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ
ると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査役会の請
求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とす
ることといたします。
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ
ると判断した場合は、取締役会に、会計監査人の解任または不再任を株主総
会の会議の目的とすることを請求します。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に
該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計
監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後
最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の
理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下

のとおりであります。

(1)　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制（会社法第362条第4項第6号）

　①取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に

関する重要な事項を決定する。

　②取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制シ

ステムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。

　③取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執

行の監督を行っている。

　④取締役は、各監査役が監査役会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受

ける。

　

(2)　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（会社法施

行規則第100条第1項第1号）

　　株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報につ

いては、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適

切に記録し、定められた期間保存する。また、その他関連規程は、必要に

応じて適時見直し等の改善をする。

　

(3)　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（会

社法施行規則第100条第1項第3号）

　①取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の

運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月１

回開催するほか、必要に応じて臨時開催する。

　②取締役は、ＩＴを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営

情報把握に努める。

　

(4)　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制（会社法施行規則第100条第1項第4号）

　①代表取締役社長は、経営管理部長をコンプライアンス管理の総括責任者と

して任命し、コンプライアンス委員会を設置させる。コンプライアンス委

員会は、リスク管理委員会と連携して、コンプライアンスに関する内部統

制機能の強化を継続的に行える体制を推進・維持する。
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　②万が一、コンプライアンスに関する事態が発生した場合は、コンプライア

ンス委員会を中心に、代表取締役社長、取締役会、監査役会、顧問弁護士

に報告される体制を構築する。

　③取締役及び使用人がコンプライアンスの徹底を実践できるように「行動規

範」を定める。

　④当社は、コンプライアンスの違反やその恐れがある場合に、業務上の報告

経路の他、社内外（常勤監査役・内部監査担当・弁護士・社会保険労務

士）に匿名で相談・申告できる「よろず相談窓口」を設置し、事態の迅速

な把握と是正に努める。

　　

(5)　損失の危険の管理に関する規程その他の体制（会社法施行規則第100条第

1項第2号）

　①代表取締役社長は、内部監査室長をリスク管理の総括責任者として任命し、

リスク管理委員会を設置させる。リスク管理委員会は、全社的なリスクの

把握とその評価及び対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部長と連携

しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。

　②リスク管理を円滑にするために、リスク管理規程等社内の規程を整備し、

リスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止、緊急事態発生時の対応

等を定める。

　

(6)　当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制（会社法施

行規則第100条第1項第5号）

　「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の管理は、経営管理部長が統

括し、毎月、職務執行のモニタリングを行い、必要に応じて取締役会へ

の報告を行う。

　

(7)　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関す

る事項（会社法施行規則第100条第3項第1号、会社法施行規則第100条第

3項第2号）

　①当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は

監査役会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置すること

ができる。

　②補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲された

ものとし、取締役の指揮命令は受けない。　
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(8)　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報

告に関する体制（会社法施行規則第100条第3項第3号）

　①監査役は、取締役会以外にも幹部会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、

当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を

受ける。

　②取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、

その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、

内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。

　③取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不

正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、すみやかに、監

査役に報告する。　

　

(9)　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制（会

社法施行規則第100条第3項第4号）

　①監査役会は、代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見

交換を実施する。

　②監査役は、会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、

連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。　

　

(10)　反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制

　当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不

法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用

人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集

に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を

取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。

　

　

７．会社の支配に関する基本方針
　記載すべき事項はありません。
　
　
　
　
　

（注）１．本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

２．本事業報告中の記載金額には、消費税等は含まれておりません。
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貸　借　対　照　表
（平成24年10月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部）  （負　債　の　部）  

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

仕 掛 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

7,022,427

5,520,183

949,924

151,969

133,810

29,098

215,259

29,182

△7,000

3,593,022

3,326,839

1,125,851

17,096

70,408

1,629,652

483,830

5,415

4,905

509

260,768

100,024

20,000

2,312

121,480

16,951

流 動 負 債 1,857,765

買 掛 金 386,980

未 払 金 488,625

未 払 費 用 65,811

未 払 法 人 税 等 655,934

未 払 消 費 税 等 87,466

前 受 金 153,298

そ の 他 19,647

負 債 合 計 1,857,765

（純 資 産 の 部）  

株 主 資 本 8,747,282

資 本 金 847,400

資 本 剰 余 金 1,010,800

資 本 準 備 金 1,010,800

利 益 剰 余 金 7,137,542

利 益 準 備 金 11,735

その他利益剰余金 7,125,807

別 途 積 立 金 3,900,000

繰越利益剰余金 3,225,807

自 己 株 式 △248,460

評価・換算差額等 10,402

その他有価証券評価差額金 10,402

純 資 産 合 計 8,757,684

資 産 合 計 10,615,450 負 債 純 資 産 合 計 10,615,450

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成23年11月１日から
平成24年10月31日まで)

 （単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高     10,586,421

売 上 原 価     7,390,877

売 上 総 利 益     3,195,544

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     769,280

営 業 利 益     2,426,263

営 業 外 収 益         

受 取 利 息 3,720     

受 取 配 当 金 2,089     

そ の 他 6,344 12,153

営 業 外 費 用   

そ の 他 262 262

経 常 利 益     2,438,154

特 別 損 失   

固 定 資 産 除 却 損 288 288

税 引 前 当 期 純 利 益     2,437,865

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,109,099     

法 人 税 等 調 整 額 △69,393 1,039,706

当 期 純 利 益     1,398,159

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成23年11月１日から
平成24年10月31日まで)

（単位：千円）

     
 株主資本    
 資本金    
 当期首残高  847,400 
 当期末残高  847,400 
 資本剰余金    
 資本準備金    
 当期首残高  1,010,800 
 当期末残高  1,010,800 
 資本剰余金合計    
 当期首残高  1,010,800 
 当期末残高  1,010,800 
 利益剰余金    
 利益準備金    
 当期首残高  11,735 
 当期末残高  11,735 
 その他利益剰余金    
 別途積立金    
 当期首残高  3,900,000 
 当期末残高  3,900,000 
 繰越利益剰余金    
 当期首残高  1,987,753 
 当期変動額    
 剰余金の配当  △160,104 
 当期純利益  1,398,159 
 当期変動額合計  1,238,054 
 当期末残高  3,225,807 
 利益剰余金合計    
 当期首残高  5,899,488 
 当期変動額    
 剰余金の配当  △160,104 
 当期純利益  1,398,159 
 当期変動額合計  1,238,054 
 当期末残高  7,137,542 
 自己株式    
 当期首残高  △162,180 
　 当期変動額 　 　　
 　自己株式の取得  △86,280 
　 　当期変動額合計 　 △86,280　
 当期末残高  △248,460 
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（単位：千円）

     
 株主資本合計    
 当期首残高  7,595,508 
 当期変動額    
 剰余金の配当  △160,104 
 当期純利益  1,398,159 
　 自己株式の取得 　 △86,280　
 当期変動額合計  1,151,773 
 当期末残高  8,747,282 
 評価・換算差額等    
 その他有価証券評価差額金    
 当期首残高  5,964 
 当期変動額    
 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,438 
 当期変動額合計  4,438 
 当期末残高  10,402 
 評価・換算差額等合計    
 当期首残高  5,964 
 当期変動額    
 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,438 
 当期変動額合計  4,438 
 当期末残高  10,402 
 純資産合計    
 当期首残高  7,601,472 
 当期変動額    
 剰余金の配当  △160,104 
　 当期純利益 　 1,398,159　
 自己株式の取得  △86,280 
 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,438 
 当期変動額合計  1,156,211 
 当期末残高  8,757,684 
     

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券 　

　(ⅰ)子会社株式 移動平均法による原価法

　(ⅱ)その他有価証券

　・時価のあるもの 事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

なお、組込デリバティブを区分して測定することがで

きない複合金融商品については、複合金融商品全体を

時価評価し、評価差額を当事業年度の営業外損益に計

上しております。

②　たな卸資産

　・商品 個別法による原価法（貸借対照表価額については、収

益性の低下に基づいて簿価を切下げる方法）

　・仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額については、収

益性の低下に基づいて簿価を切下げる方法）

　

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　　(リース資産を除く)

定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　３年～50年

構築物　　　　10年～45年

工具器具備品　２年～20年

②　無形固定資産

　　(リース資産を除く)

定額法

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社

内における利用可能期間（５年内）に基づいておりま

す。

 

(3) 引当金の計上基準

　貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。
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　(4) 収益及び費用の計上基準

　　　受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準　

① 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実

性が認められる受注契約

　

　

進行基準（進捗率の見積りは原価

比例法)

② その他の受注契約 　 検収基準

　

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

 

２．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 　 1,139,432千円

(2) 国庫補助金の受入れにより、固定資産について直

接減額した圧縮記帳累計額
 建物  9,806千円

　

３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

①　営業取引 20,427千円

②　営業取引以外の取引高 1,758千円
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４．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 5,488,000株 －株 －株 5,488,000株

　

(2) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 151,168株 50,018株 －株 201,186株

（注）普通株式の自己株式の株式増加50,018株は、取締役会決議による自己株式の取得による

増加50,000株、単元未満株式の買取りによる増加18株であります。

　

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

平成24年１月26日開催の第43回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 160,104千円

・１株当たり配当額 30円

・基準日 平成23年10月31日

・効力発生日 平成24年１月27日

　

②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

平成25年１月25日開催予定の第44回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 317,208千円

・１株当たり配当額 60円

・基準日 平成24年10月31日

・効力発生日 平成25年１月28日
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５．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳　

（1）流動の部

繰延税金資産 　

未払事業税 47,138千円

　未払事業所税 559千円

　貸倒引当金繰入超過額 2,492千円

未払金 141,930千円

前受金 8,954千円

その他 14,185千円

繰延税金資産合計 215,259千円

繰延税金資産の純額 215,259千円

（2）固定の部

繰延税金資産 　

　減価償却費償却超過額 65,885千円

　一括償却資産償却超過額 2,259千円

　投資有価証券評価損 46,108千円

　その他 12,976千円

繰延税金資産合計　 127,230千円

繰延税金負債 　

　その他有価証券評価差額金 △5,750千円

繰延税金負債合計　 △5,750千円

繰延税金資産の純額  121,480千円

 

  （追加情報）　 

　　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法

律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために

必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布

され、平成24年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税

の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に

使用する法定実効税率は従来の40.6％から平成24年11月１日に開始する事業年度から平成26

年11月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0％に、平成27年

11月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.6％となりま

す。

　なお、この税率変更による影響は軽微であります。　　
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６．金融商品に関する注記　　　

  (1) 金融商品の状況に関する事項

　当社は、資金運用については安全性の高い金融資産に限定しております。

　売掛金に係る顧客の信用リスクは、販売管理規程に沿って与信管理を行いリスク低減を図っ

ております。また、投資有価証券は株式・債券・投資信託であり、それぞれ四半期ごとに時価

の把握を行っております。

　デリバティブについては、基本的にリスクの高い取引は行わない方針であります。

　

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　平成24年10月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおり

であります。　　

（単位：千円）

　 貸借対照表計上額（*) 時価(*) 差額

　(1) 現金及び預金 5,520,183 5,520,183 -

　(2) 売掛金　 949,924 949,924 -

　(3) 投資有価証券　 　 　 　

　　　　その他有価証券　 100,024 100,024 -

　(4) 買掛金 (386,980) (386,980) -

　(5) 未払金 (488,625) (488,625) -

　(6) 未払法人税等 (655,934) (655,934) -

　(7) 未払消費税等 (87,466) (87,466) -

　　　　(*)　負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
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(注１)　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、(2)売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。　

(3) 投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。債券及び投資信託につい

ては、取引金融機関が提供する時価情報をもとにしております。

(4) 買掛金、(5) 未払金、(6) 未払法人税等並びに (7) 未払消費税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。

(注２)　関係会社株式に計上されている非上場株式（貸借対照表計上額20,000千円）は、市場

価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握する

ことが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。　

　

７.関連当事者との取引　　

　　役員及び個人主要株主等

種類
会社等の名称

または氏名

議決権等の所有

(被所有)割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

役員

 主要株主
宮崎 勝

(被所有)直接

46.37　

当社代表取締役

社長

自己株式の取得

(注１)

86,250

(注２)
－ －

(注１)取引条件及び取引条件の決定方針等　

　　　自己株式の購入は、大阪証券取引所のＪ－ＮＥＴ市場（終値取引）における取得であり、

取締役会の承認の上、決定しております。

(注２)取引金額には、消費税等は含まれておりません。　

　　　　　

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,656円51銭

(2) １株当たり当期純利益 264円09銭

　

９．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成24年12月10日 

 株式会社ソフトウェア・サービス  

 取締役会　御中  

 有限責任監査法人トーマツ  

 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 木 村 文 彦 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 藤 井 睦 裕 ㊞
 

 　
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ソフトウェア・サー
ビスの平成23年11月１日から平成24年10月31日までの第44期事業年度の計算書類、すなわち、
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書につ
いて監査を行った。
　
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類
及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、
経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
　
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。　
　
利害関係　
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

 監　査　報　告　書  

 　当監査役会は、平成23年11月１日から平成24年10月31日までの第44期事業年度の取締役の

職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を

作成し、以下のとおり報告いたします。

　

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画

等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監

査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用

人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁

書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告

に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条

第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき

整備されている体制（内部統制システム）について、取締役等からその構築及び運用の状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツか

ら当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討い

たしました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確

保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理

基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必

要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書につい

て検討いたしました。
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 ２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事

実は認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、

指摘すべき事項は認められません。

　なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において重要

な欠陥はない旨の報告を取締役等及び有限責任監査法人トーマツから受けております。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

 

　
　
　
 

平成24年12月13日  

 株式会社ソフトウェア・サービス　監査役会  

 

常勤社外監査役 大都城　　　郁 ㊞

監 査 役 津　野　紀代志 ㊞

社 外 監 査 役 前 川 宗 夫 ㊞

 

 　  

 以　上
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株主総会参考書類

　

 議案及び参考事項

第１号議案　剰余金処分の件

　第44期の期末配当につきましては、経営基盤の充実強化と、今後の事業展開の

ための内部留保を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

　

期末配当に関する事項

（1）配当財産の種類

  金銭といたします。

（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

  当社普通株式１株につき金60円といたしたいと存じます。

  なお、この場合の配当総額は317,208,840円となります。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日

  平成25年１月28日といたしたいと存じます。
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第２号議案　取締役４名選任の件

　取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、

取締役４名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

所有する当社
株 式 の 数

１
みや

宮
ざき

崎 　
まさる

勝
(昭和14年１月27日生)

昭和44年４月　当社設立とともに代表取締役社

長（現任）
2,451,300株

２
み

御
ふね

船
けん

健
いち

一
(昭和29年８月20日生)

昭和53年４月　当社入社

平成２年５月　技術開発部長

平成２年６月　取締役・技術開発部長

平成13年５月　常務取締役

平成14年７月　専務取締役

平成17年７月　専務取締役・技術営業部長

平成18年７月　取締役・技術営業部長

平成18年８月　取締役・顧客支援副部長

平成19年７月　取締役・顧客支援部長

平成20年５月　取締役・電子カルテ・オーダユ

ニット長兼医事ユニット長

平成21年５月　取締役・電子カルテ・オーダユ

ニット担当兼医事ユニット長

平成21年７月　取締役・医事ユニット長兼看護

ユニット長

平成22年７月　取締役・技術開発部長

平成24年11月　取締役・技術開発部長 兼 新規

開発室室長（現任）

32,100株

３
おお

大
たに

谷
あき

明
ひろ

広
(昭和39年11月13日生)

平成14年10月　当社入社

平成19年５月　技術営業部長

平成19年７月　取締役・技術営業部長

平成20年５月　取締役・営業ユニット長

平成22年７月　取締役・技術営業部長 兼 顧客

支援部長

平成24年11月　取締役（現任）

9,100株

４

い

伊
とう

藤
じゅん

純
いち

一
ろう

郎

(昭和43年８月５日生)

平成20年11月　当社入社

平成22年５月　経営管理ユニット長　

平成22年７月　経営管理部長

平成24年１月　取締役・経営管理部長

平成24年11月　取締役・経営管理部長 兼 人財

部長（現任）

7,400株

（注）　各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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第３号議案　監査役１名選任の件

　監査役　前川宗夫氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、

監査役１名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、地位及び
重要な兼職の状況

所有する当社
株 式 の 数

まえ

前
かわ

川
むね

宗
お

夫

（昭和23年２月12日生）

昭和49年４月　大阪弁護士会弁護士登録

昭和55年３月　大阪梅田法律事務所開設（パートナ

ー現任）

平成14年７月　当社監査役（現任）

20,000株

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　　　２．前川宗夫氏は、社外監査役の候補者であります。なお、当社は、前川宗夫氏を

　　　　　大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお

　　　　　ります。　

　　　３．社外監査役候補者に関する特記事項は、以下のとおりであります。

　　　　　（1）社外監査役候補者の選任理由について

　　　　　　　 社外監査役候補者前川宗夫氏につきましては、会社経営に関与された経験

　　　　　　　 はありませんが、弁護士として培われた法律知識と豊富な経験があり、ま

　　　　　　　 た、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあることから、社外

　　　　　　　 監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断したためでありま

　　　　　　　 す。同氏は、現在当社の社外監査役でありますが、社外監査役に就任して

　　　　　　　 からの年数は、本総会終結の時をもって10年６ヶ月であります。

　　　　　（2）社外監査役との責任限定契約について

　　　　　　　 当社は定款において、「会社法第427条第１項の規定により、社外監査役と

　　　　　　　 の間に任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、法令が規定する額を

　　　　　　　 限度とする旨の契約を締結することができる」旨を定めております。これ

　　　　　　　 により、前川宗夫氏は、当社との間で当該契約を締結しており、同氏の再

　　　　　　　 任が承認された場合には、社外監査役として当社との間で責任限定契約を

　　　　　　　 継続する予定であります。
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第４号議案　補欠監査役１名選任の件

　平成24年１月26日開催の第43回定時株主総会において補欠監査役に選任さ

れた松尾吉洋氏の選任の効力は、本総会開催の時までとされておりますので、

改めて、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査

役１名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴及び重要な兼職の状況
所有する当社
株 式 の 数

まつ

松
お

尾
よし

吉
ひろ

洋

（昭和47年２月17日生）

平成12年10月　大阪弁護士会弁護士登録（現任）
－株

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．補欠監査役候補者松尾吉洋氏は、社外監査役の候補者であります。

３．補欠の社外監査役候補者に関する特記事項は、以下のとおりであります。

　　　　　 (1) 補欠の社外監査役候補者とする理由について

　松尾吉洋氏につきましては、弁護士として培われた法律知識を、社外監査役に就

任された場合に当社の管理体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役とし

て選任をお願いするものであります。

　　　　　 (2) 社外監査役として職務を適切に遂行できると判断する理由について

　松尾吉洋氏は、直接、企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として

法務に精通し、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあること

から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであ

ります。

　　　　　 (3）社外監査役との責任限定契約について

　当社は定款において、「会社法第427条第１項の規定により、社外監査役との間

に任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、法令が規定する額を限度とする

旨の契約を締結することができる」旨を定めております。これにより、松尾吉洋

氏が監査役に就任された場合には、社外監査役として当社との間で責任限定契約

を締結する予定であります。

以　上
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会　場　大阪市淀川区宮原四丁目２番30号

株式会社ソフトウェア・サービス　当社本社ビル　２階
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＜ＪＲ新大阪駅をご利用の場合＞

改札を出て、北口のエスカレーターを降り、地下鉄御堂筋線連絡口を直進し、

地下鉄御堂筋線新大阪駅の④番出口より順路に沿ってお越しください。

　

＜地下鉄御堂筋線新大阪駅をご利用の場合＞

地下鉄ホームのＡまたはＢ階段を降り、④番出口より順路に沿ってお越しくだ

さい。

　

駐車場のご用意はいたしておりませんので、ご了承の程お願い申しあげます。


